
学校給⾷⽤計画栽培⽀援補助⾦交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、学校給⾷⽤計画栽培⽀援補助⾦（以下「本補助⾦」という。）につい

て、⿃取市補助⾦等交付規則（昭和４２年⿃取市規則第１１号）に定めるもののほか、
必要な事項を定めるものとする。 

 
（交付⽬的） 

第２条 本補助⾦は、学校給⾷⽤の農産物を計画的かつ安全に⽣産する営農集団を⽀援す
ることにより、児童・⽣徒に安全な農産物を提供するとともに、本市の地産地消を推進
することを⽬的として交付する。 

 
（補助対象事業） 

第３条 本補助⾦の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、本市の学校
給⾷⽤農産物の栽培に係る⽣産履歴の記帳事務及び計画栽培した農産物の出荷とする。 

 
（補助対象者） 

第４条 本補助⾦の交付対象となる者は、補助対象事業を⾏う営農集団とする。 
 

（補助⾦の算定等） 
第５条 本補助⾦の額は、別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の右欄に

掲げる額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。 
 

（交付申請の時期等） 
第６条 本補助⾦の申請は、計画栽培した農産物の出荷が終了した⽉の翌⽉末と当該出荷

が終了した⽇の属する年度の３⽉３１⽇のいずれか早い⽇までに事業実績報告書を添付
して⾏わなければならない。 

２ 本補助⾦においては、規則第１１条の２第１項の規定により、規則第４条に規定する
交付の申請及び規則第１１条に規定する補助⾦等の請求に関する⼿続を併合して⾏うこ
ととし、交付の申請及び補助⾦等の請求に係る申請書は、別記様式によるものとする。
この場合において、本補助⾦の請求は、本補助⾦の交付決定がされた場合に、当該交付
決定⽇になされたものとみなす。 

 
（実績報告） 

第７条 本補助 に係る事業は、規則第１２条ただし書の市 が指定する補助事業とし、
実績報告の提出を要さない。 
 

（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、本補助⾦について必要な事項は、経済観光部 が

別に定める。 
 
 



   附 則 
 この要綱は、平成１６年１０⽉１２⽇から施⾏する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年 ４⽉ １⽇から施⾏する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年 ４⽉ １⽇から施⾏する。 
   附 則 
 この要綱は、令和 ３年 ４⽉ １⽇から施⾏する。 



別表（第 5 条関係） 
 

補助対象事業 補助⾦の額 

⽣産履歴記帳事務  産農家１ 当たり３，０００円 

計画栽培農産物の出荷 

計画栽培した農産物の出荷量１０ｋｇ当たり
１５円。 
ただし、１０ｋｇ未満の端数は１０ｋｇとす
る。 

 



別記様式（第６条関係） 

 
学校給⾷⽤計画栽培⽀援補助⾦交付申請書兼請求書 

 
年   ⽉   ⽇ 

 
 取市  様 

 
（申請者） 

住 所 
⽒ 名 

 
 
   年度において、下記のとおり学校給⾷⽤計画栽培⽀援補助⾦の交付を受けたいので、⿃取
市補助⾦等交付規則第４条の規定により申請します。 
 なお、交付決定後は、交付決定額を請求します。 
 

記 
 

１ 補助対象経費 
⽣産履歴記帳事務 計画栽培農産物の出荷 

3,000 円×        kg×15 円／10kg 

２ 交付申請額 ⾦           円 

３ 添付書類 
□ 事業実績報告書 
□ その他（             ） 

４ 振込先 
ふ り が な  

預⾦種別 普通 ・ 当座 ⼝座名義⼈ 
(※申請者名義) 

署名(⼜は記名押印) 

⾦融機関名 
本店

銀⾏・⾦庫          ⽀店
組合・農協         出張所

⼝座番号        

 


